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三次市放課後児童クラブ運営業務委託仕様書 

 

三次市（以下「市」という。）が、事業者に委託する放課後児童健全育成

事業（以下「児童クラブ」という。）の運営に関し、必要な内容及びその範

囲は、三次市放課後児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザル実施要領

（以下「実施要領」という。）のほか、この仕様書により定めるものとす

る。 

 

１ 委託業務名 

三次市放課後児童クラブ運営業務 

 

２ 業務目的 

児童福祉法（昭和２２年法律１６４号）第６条の３第２項及び第３４

条の８の規定に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護

者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全育成を図るため、本市に

おいて開設する児童クラブの運営を行うもの。 

 

３ 委託期間 

令和８年１０月１日から令和１２年３月３１日まで 

（３年６箇月間） 

 

４ 準備期間 

契約締結日の翌日から令和８年９月３０日までは運営の準備期間と

し、業務の引き継ぎ、放課後児童支援員、放課後児童支援補助員及び補

助員（以下「支援員等」という。）の確保、指揮命令系統などの運営体制

の確立、備品・施設等の確認を行うものとする。 

また、受託者は、児童クラブの運営を円滑に行うことができるよう、

準備期間中に市と共同で保護者説明会（在籍児童の保護者及び新入会児

の保護者を対象とする。）を開催し、令和８年１０月以降の運営内容等に

関して説明すること。 

なお、当該準備期間に要する経費は、受託者の負担とする。 

 

５ 運営を委託する児童クラブ 

次の児童クラブについて、一括して委託する。ただし、申し込み状況

によっては、年度当初から休所する教室がある。 

なお、委託期間中に児童数の増減により児童クラブ数が変動する場合
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（支援単位の増減を含む。）は、事前に市から情報提供を行った上、変更

契約を締結し、委託料を変更するものとする。 

 

６ 対象児童及び定員 

⑴ 対象児童 

三次市立小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等

により昼間家庭にいない児童で、三次市放課後児童クラブ設置及び管

理条例に基づき、市が利用を承諾した児童。 

  

No  児童クラブ名  所在地  

1  三次第１放課後児童クラブ  三次町１８５１番地１  
三次小学校内  2  三次第２放課後児童クラブ  

3  十日市第１放課後児童クラブ  

十日市中四丁目６番２８号  
十日市こども集会所  

4  十日市第２放課後児童クラブ  

5  十日市第３放課後児童クラブ  

6  十日市第４放課後児童クラブ  

7  十日市第５放課後児童クラブ  

8  神杉放課後児童クラブ  
高杉町１６８４番地２０  
神杉こども集会所  

9  酒河第１放課後児童クラブ  西酒屋町８０４番地１  
酒河小学校内  10  酒河第２放課後児童クラブ  

11  八次第１放課後児童クラブ  

畠敷町１７２２番地１  
八次こども集会所  

12  八次第２放課後児童クラブ  

13  八次第３放課後児童クラブ  

14  八次第４放課後児童クラブ  

15  八次第５放課後児童クラブ  

16  和田放課後児童クラブ  
向江田町３３６３番地６  
和田小学校内（ランチルーム）  

17  吉舎放課後児童クラブ  
吉舎町吉舎３６８番地  
よっしゃ吉舎内  

18  三良坂第１放課後児童クラブ  三良坂町三良坂５０４２番地１  
三次市三良坂支所内  19  三良坂第２放課後児童クラブ  

20  三和放課後児童クラブ  
三和町敷名１１４９６番地  
三和小学校内  

21  甲奴放課後児童クラブ  
甲奴町西野４２番地６  
甲奴こども集会所  
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⑵ 定員及び登録児童数等 

各児童クラブの定員及び登録児童数等については、次の表を参照す

ること。 

N o  児童クラブ名  

R 8  

定員  

(人 )  

R 7  

定員  

(人 )  

登録児童数等 (人 )  

R 7 . 5 . 1 現在  
R 7  

延べ利

用人数  

(人 )  

R 7  

開所  

日数  

(日 )  

面積  

(㎡ )  登録  

児童  
支援員  

加配  

支援員  

1  三次第１放課後児童クラブ  5 5  5 0  4 3  2   9 , 2 1 4  2 9 0  1 1 3 . 2  

2  三次第２放課後児童クラブ  5 5  5 0  4 2  2   8 , 5 3 6  2 4 2  1 1 3 . 2  

3  十日市第１放課後児童クラブ  4 0  4 0  3 6  2   6 , 1 4 6  2 9 1  7 1 . 4  

4  十日市第２放課後児童クラブ  4 0  4 0  3 1  2   6 , 4 2 2  2 4 2  7 1 . 4  

5  十日市第３放課後児童クラブ  4 0  4 0  3 3  2   5 , 9 8 5  2 4 2  7 1 . 4  

6  十日市第４放課後児童クラブ  4 0  4 0  3 4  2   6 , 9 0 9  2 4 2  7 1 . 4  

7  十日市第５放課後児童クラブ  4 0  4 0  3 5  2  1  6 , 8 0 1  2 4 2  7 1 . 4  

8  神杉放課後児童クラブ  4 0  4 0  2 6  2   5 , 0 2 7  2 9 2  7 2 . 5  

9  酒河第１放課後児童クラブ  5 0  5 0  3 3  2  1  5 , 5 9 3  2 9 1  1 0 8 . 5  

1 0  酒河第２放課後児童クラブ  5 0  5 0  3 3  2   5 , 3 8 2  2 4 2  1 0 8 . 5  

1 1  八次第１放課後児童クラブ  4 0  4 0  3 4  2   6 , 5 8 0  2 9 2  1 2 2 . 1  

1 2  八次第２放課後児童クラブ  4 0  4 5  3 4  2   7 , 0 8 6  2 4 2  9 1 . 5  

1 3  八次第３放課後児童クラブ  4 5  4 0  4 2  2  1  8 , 2 6 6  2 4 2  1 0 8 . 0  

1 4  八次第４放課後児童クラブ  4 0  4 5  3 9  2   7 , 9 3 2  2 4 2  8 4 . 9  

1 5  八次第５放課後児童クラブ  5 0  4 0  3 5  2   7 , 3 7 8  2 4 2  1 3 6 . 5  

1 6  和田放課後児童クラブ  4 0  4 0  1 7  2   3 , 7 0 5  2 7 5  1 5 0 . 0  

1 7  吉舎放課後児童クラブ  4 0  4 0  2 8  2   5 , 0 7 3  2 4 8  7 3 . 7  

1 8  三良坂第１放課後児童クラブ  4 5  4 5  3 7  2   6 , 1 6 8  2 7 1  8 8 . 2  

1 9  三良坂第２放課後児童クラブ  2 5  2 5  1 7  1   2 , 4 4 5  2 2 8  4 8 . 6  

2 0  三和放課後児童クラブ  4 0  4 0  2 4  2   4 , 9 1 2  2 8 8  8 4 . 4  

2 1  甲奴放課後児童クラブ  4 5  4 5  3 7  2   6 , 9 7 5  2 8 8  8 4 . 4  

合計  9 0 0  8 8 5  6 9 0  4 1  3  1 3 2 , 5 3 5  5 , 4 7 4  1 9 4 5 . 2  

※加配支援員とは、市が特別な支援が必要と認める児童に対して、常勤支

援員に加えて追加配置している支援員。 

※土曜日は、２教室以上ある教室の児童クラブは、１教室で合同開設によ

り運営している。 

※令和８年度以降の利用児童数の推計については、「三次市こども計画」

（令和７年３月策定）を参照すること。 
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７ 開所条件 

⑴ 開所日及び開設時間 

開所日及び開設時間は次のとおりとする。 

開所日 開所時間 

月曜日から金曜日まで 13 時 30 分から 18 時 30 分まで 

土曜日 8 時から 17 時 30 分まで 

長期休業日及び学校代休日  
8 時から 18 時 30 分まで 

ただし、土曜日は 17 時 30 分まで 

ア 上記の開所時間に関わらず、学校行事や学校職員研修等で、児童

が開所時間より早い時刻に下校する場合は、下校時刻に合わせて開

所すること。なお、開所時間は、市が特に認めるときは、変更する

ことができる。 

イ 三次市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則によ

り、学年始休業日は４月１日から４月７日まで、夏季休業日は７月

２１日から８月３１日まで、冬季休業日は１２月２４日から翌年１

月６日まで、学年末休業日は３月２６日から３月３１日とする。た

だし、状況により変更になる場合がある。  

ウ 臨時休業日や代休日（全学年の場合）は開所とする。ただし、市

が特に認めるときは、変更することができる。  

エ 土曜日は、同一小学校区の支援単位は合同（１支援単位）で保育

を行うこととする。  

オ お盆、年末年始等、利用児童が少ない場合も合同保育を行うこと

とする。 

カ 土曜日の学校稼業日（全学年の場合）は、放課後からの受入れと

する。 

キ 土曜日に運動会が予定されている場合は、実施の有無にかかわら

ず休所とする。 

 

（参考）平均開所日数 

年度 学校稼業日 

学校休業日 

合計 
土曜日 

長期・振替 

休業日 

令和６年度 ２００日 ４２日 ４１日 ２８３日 

令和７年度 ２００日 ４３日 ４１日 ２８４日 

※施設単位での平均開所日数 
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⑵ 休所日 

①日曜日 

②国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休

日 

③上記②に掲げる日以外に、法律の定めるところにより休日となる日 

④１２月２９日から翌年１月３日までの日(上記①～③に掲げる日を除

く) 

⑤上記①～④に掲げる日のほか、市長が必要と認めた日 

⑶ 児童の下校 

児童の単独の下校は認めず、必ず保護者の迎えを要請すること。な

お、保護者以外の者が迎えに来る場合は、事前に保護者に児童の引き

渡しについて同意を得るものとする。 

⑷ 感染症の対応 

感染症等の感染防止を目的とした学校閉鎖の場合は、原則発令日当

日から休所とする。また、学年（学級）閉鎖の場合は対象学年（学

級）の児童は受け入れない。 

（例）発令日：４月１５日  

４月１６日～４月１８日が学校（学級）閉鎖の場合、４月１５日か

ら受け入れない。 

⑸ 気象警報発令時の対応 

学校稼業日又は土曜日・長期休業等では判断基準が異なる。 

なお、市が発令する「警戒レベル３」以上とは、防災気象情報と併

せて地域の特性、今後の被害予測等を考慮し、対象地域を特定して避

難情報等が発令される。  

 

【児童クラブ登会前】 

児童クラブ  

土曜日・長期休業日等  

（午前６時時点）  
学校稼業日  

警戒  

レベル３  

警戒  

レベル４  

警戒  

レベル５  

特別警報  

午前６時  

時点で  

休校  

1 3 : 3 0  

までに  

一斉下校  

1 3 : 3 0  

以降に  

一斉下校  

三次・十日市  

吉舎・三良坂  

甲奴  

受入  

見合わせ  

解除次第  

受入  
受入  

見合わせ  

解除次第  

受入  

休  所  休  所  休  所  

開  所  

ただし  

児童が学

校で待機

の場合は

休所  

神杉・酒河  

八次・和田  

三和  

開  所  
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【児童クラブ登会後】 

児童クラブ  警戒レベル３  警戒レベル４・警戒レベル５・特別警報  

三次・十日市  

吉舎・三良坂  

甲奴  

児童クラブ待機  

又は  

指定された避難所に避難  

※保護者がお迎え  
児童クラブ待機  

又は  

指定された避難所に避難  

※保護者がお迎え  神杉・酒河  

八次・和田  

三和  

開  所  

 

【用語の解説】 

警戒レベル３ 災害発生の恐れがある場合に発令される高齢者等に関す

る避難情報。 

警戒レベル４ 災害発生の恐れが高い場合に発令される避難情報。 

警戒レベル５ 既に災害発生が発生している又は切迫している場合に発

令される避難情報。 

特別警報 警報の発令基準をはるかに超える大雨等が予想され、重

大な災害が発生する恐れが著しく高まっている場合に発

表される警報であり警戒レベル５に相当。 

 

８ 運営に関する基本的な事項 

事業の運営にあたっては、次の事項に沿って適正に行うこと。 

⑴ 放課後児童健全育成事業の目的を十分理解し、児童の健全育成や安

全確保を図るとともに、その保護者が安心して働くことができるよう

配慮して運営を行うこと。 

⑵ 事故の未然防止に努めるとともに、「三次市放課後児童クラブ安全管

理マニュアル」を基に、けがをした場合の応急処置や医療機関への連

絡体制などを整えること。また、「三次市放課後児童クラブ安全計画」

等に基づき、避難訓練等を実施すること。 

⑶ 児童の人権に十分配慮し、一人ひとりの人格を尊重して運営を行う

こと。 

⑷ 児童及び保護者の公平利用を確保し、公平・公正な運営を行うこ

と。 

⑸ 市・小学校・地域及び関係機関、また保護者との連絡・連携を図

り、適切に運営すること。 

⑹ 守秘義務、児童等の個人情報の保護を尊守すること。 
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９ 受託者が行う業務 

業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 施設及び附帯設備の安全・維持管理に関すること 

① 安全・維持管理業務  

教室秩序・規律の維持、附帯設備の維持、附帯設備の盗難・破壊防

止、不審者等の犯罪の防止、火災等の災害の防止、財産の保全及び児

童の安全を図るため、必要な安全管理を徹底すること。 

② 清掃業務 

児童の周辺環境を快適に保つため、教室、附帯設備及び小学校等の

児童クラブが利用するトイレ、廊下、グラウンド等の施設の清掃を常

に実施し、美化に努めること。 

③ 定期点検 

施設の定期点検を実施し、危険物の除去及び危険箇所を事前に把握

し、必要な対策を講じるなど、事故の未然防止に努めること。 

⑵ 児童の健全な保育・育成に関すること 

① 日々のスケジュール作成 

日々のスケジュールを作成し、業務を行うこと。特に土曜日・長期

休業日は長時間保育となることから、児童が快適かつ安全に過ごすこ

とができるよう、工夫を行うこと。 

② 年間スケジュール作成 

児童クラブの実情や児童・保護者のニーズを適切に踏まえて、年間

スケジュールを作成し、行事やイベント等を行うこと。 

③ 安全確保 

ア 事故やけがの防止に向けた対策や発生時の処置、医療機関への連

絡体制など、マニュアルを作成し、緊急時、迅速に対応できるよう

にすること。また、事故があった場合、市に、まずは口頭により報

告した上で、事故の状況及びその原因、再発防止等に関する事故報

告書を当日、若しくは翌日までに提出すること。 

イ 台風、地震等の自然災害、火災、また不審者の侵入などに備え

て、具体的な避難計画やマニュアルを作成するとともに、避難及び

消防訓練を行い、緊急時、迅速かつ的確な行動がとれるよう一連の

活動を身につけておくこと。  

ウ 学校・警察等との連携、安全対策物品の常備など、児童の安全確

保に努めること。 

④ 情緒の安定 

集団での生活を通じて、児童の情緒の安定を図り、自主性、社会性
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を培うなど児童の健全な保育、育成に努めること。また、児童間のト

ラブルなどについても、話し合いや調整などを行い、適切に対処する

こと。 

⑤ 遊びの指導 

児童や児童クラブの状況に即した適切な遊びを指導するとともに、

季節に応じた行事などを工夫しながら実施すること。 

⑥ 児童の健康管理 

児童の健康状態については、保護者や小学校との協力・連携により

日常的に把握し、熱や嘔吐などの体調に異変が認められる場合は、保

護者への迎えの連絡など、状況に応じて適切な対応を行うこと。 

⑦ 感染症予防対策 

感染症予防対策として、手洗・消毒の徹底や換気等に取り組むこ

と。 

⑧ 児童の出欠確認 

出欠簿により児童の出欠状況を正確に把握し、出席予定の児童が入

室しない場合は、学校及び保護者等に連絡し、児童の所在を確認する

こと。 

⑨ 学習支援 

児童が宿題・自習・読書等の学習活動を自主的に行える習慣づけの

指導及び環境整備を行うこと。 

⑩ おやつの購入及び準備、提供 

ア 保護者負担によりおやつを準備し、児童に提供すること。食物ア

レルギーを有する児童については、事前に保護者と相談し、事故が

ないように十分な対策を講じること。万一、重度の食物アレルギー

を有する児童が誤飲し、児童の体調に異変が生じた場合は、直ち

に、救急車を要請するなど児童の安全確保に努めること。 

イ 保護者と連携し、過不足がないようおやつ代を徴収し、おやつを

購入、準備すること。また、会計については、明朗かつ厳正な会計

処理と管理を行った上、年度末、会計報告書を作成し保護者に配布

すること。 

⑪ 学校、保育所及び地域との連携 

小学校や保育所、地域など関係機関との連携を図り、運営するよう

に努めること。 

⑫ 児童の生活を豊かにする遊びや活動の研究 

児童が放課後等の時間を豊かに過ごせるよう遊びや活動に関する研

究に心がけること。 
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⑬ 保護者等との連携等 

保護者が安心して就労できるよう、常に保護者との連携を図るこ

と。なお、必要に応じて、市が契約する保護者連絡メール配信システ

ム（ｔｅｔｏｒｕ）により、市から情報発信することができる。 

⑭ 入会説明会の実施 

保護者等を対象に、入会説明会を実施すること。 

説明内容：児童クラブの実施内容、その他必要な事項 

⑮ 運営に関する自己評価と改善 

運営について、支援員等が日頃の業務を振り返る機会を設け、そこ

で得た問題を研修の課題として取り上げるなど、より良い運営に繋が

るよう業務改善に努めること。 

⑯ 連絡調整会議の実施 

円滑な運営に資するべく、受託者（児童クラブを統括する支援

員）・市職員参加による連絡調整会議を定期的に開催し、課題の共有

や質の向上に努めること。 

⑰ 業務分担表に基づいた業務 

①～⑯の業務に加え、業務の範囲は「別表１」に掲げるとおりと

し、費用の分担については「別表２」、リスクの分担については「別

表３」のとおりとする。 

 

１０ 児童の受入に関すること 

⑴ 児童の入会に関すること 

児童クラブに入会する児童は、保護者が就労等により昼間家庭にい

ない小学生とし、市が入会を決定した者とする。 

受託者は、入会を希望する児童が定員を超過する場合においても、

市と協議の上、児童の出席率を勘案し、弾力的に受け入れること。 

⑵ 特別な支援が必要な児童への対応 

特別な支援が必要な児童については、児童の状況や支援方法、施設

環境等を十分に確認し、市と連携して受け入れること。 

児童の入会決定後は、在籍する小学校や関係機関と連携し、適切な

支援を行うこと。 

⑶ 待機児童が発生した場合の対応 

やむを得ず待機児童が発生した場合には、児童の出席率を勘案しな

がら随時受入に向けた検討を行い、可能な限り早期に入会できるよう

市と連携し、取り組むこと。 
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⑷ 医療的ケアを要する児童への対応 

市が、医療的ケアを要する児童（医療的ケア児）の受け入れを決定

した場合は、当該受け入れに際して、「三次市放課後児童クラブにおけ

る医療的ケア児の受入れに関するガイドライン」に準拠して対応する

ものとする。 

なお、看護師の配置については、市と協議の上、決定すること。 

 

１１ 児童の健全育成に関すること 

⑴ 健康管理 

児童の健康状態について、学校及び保護者との連携により日常的に

把握するとともに出席簿を用いて出欠席を確認すること。 

また、緊急連絡簿等を作成し、児童に体調不良等の異常が認められ

る場合には、保護者への連絡等、状況に応じて適切に対応すること。 

⑵ 児童との関わり 

児童の生活や遊びへの指導を通して、情緒の安定を図り、自主性・

社会性を培うとともに、季節に応じた行事や文化的なイベント等を実

施し、感受性を育むこと。 

また、スポーツ活動を取り入れ、児童の体力向上にも努めること。 

⑶ 学習支援 

児童には、状況に応じて宿題をはじめとする学習活動を促すこと。 

また、長期休業期間等については、１日のスケジュールの中に学習

する時間を設けるなど、学習を行うための環境づくりを行うこと。 

⑷ おやつの提供 

保護者からの徴収金を原資としておやつを購入し、児童に提供する

こと。また、アレルギー対応が必要な児童については、保護者等と連

携の上、適切に対応すること。 

 

１２ 利用者対応に関すること 

⑴ 保護者との連携及び協力 

運営においては保護者と十分に連携・協力すること。 

⑵ 負担金等の徴収 

ア おやつ代の徴収等児童の保護者から、毎月２，０００円程度をおや

つ代として徴収すること。 

おやつ代については、毎月「会計報告書」を作成し、市に提出する

こと。また、保護者に対して、年度末に会計報告をすること。 
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イ 保護者負担金の徴収 

児童クラブの保護者負担金（月額４，０００円の保護者負担をい

う。）については、市が徴収するが、受託者はその徴収に協力するこ

と。 

⑶ 団体総合補償制度費用保険の請求 

児童が負傷した場合に備え、市は保険（団体総合補償制度費用保

険）に加入する。受託者は保険請求の際に、請求書作成に協力するこ

と。 

⑷ 保護者説明会の実施 

保護者を対象に、保護者説明会を実施すること。 

開催時期：３月下旬頃 

説明内容：児童クラブの実施内容、その他必要な事項 

⑸ 入会申込に関する受付業務等 

児童クラブの入会、変更及び退会の受付に対応すること。なお、受

付業務は、市と連携して行うこと。 

⑹ 要望及び苦情への対応 

要望や苦情を受け付ける窓口を設置し、保護者等からの要望や苦情

に対して、迅速かつ適切に誠意を持って対応すること。また、要望や

苦情の内容及び対応結果は「要望・苦情報告書」に記載し、市へ提出

すること。 

なお、その内容や対応策については支援員等で共有すること。 

 

１３ 事業の運営に関すること 

⑴ 事業の運営等に必要な書類を作成し、市へ提出すること。なお、①

事業計画書の作成に当たっては市と十分に協議すること。 

また、計画に基づいた取組ができるよう、スケジュール管理等を徹

底するとともに、評価・改善を随時行い、その内容について業務報告

書に記載し、提出すること。 

①事業計画書（年間目標・行事計画等）  

※事業年度前年度の３月末まで 

②収支予算書 

③名簿（支援員等を含む業務従事者） 

④業務報告書 ※翌月１５日まで 

⑤支援員の勤務表 

⑥児童出席簿 

⑦各児童クラブの日誌 
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⑧加配日誌（支援が必要な児童の対応） 

⑨おやつ代の会計報告 

⑩事故報告書 

⑪要望・苦情報告書 

⑫研修報告書 

⑬年間収支報告書（児童クラブごと） 

※事業年度終了後１５日以内  

⑭放課後児童健全育成事業開始届  

⑮名簿（変更があった場合） 

⑯その他市が提出を求める書類 

⑵ 業務委託料の支払い及び管理 

ア 委託料は、加配支援員等に係る人件費である「加配分」と、その他

の経費に区別して管理すること。 

加配分については、加配支援員として勤務した時間に対する人件費

とし、加配分の法定福利費等については必要に応じて按分して計上す

ること。 

イ 委託料の請求月は４月、７月、１０月、１月とし、当該年度の委託

料を４回で均等に分割した額を概算払いするものとする。ただし、令

和８年度の請求月は１０月、１月とする。なお、分割した際に千円未

満の端数が生じる場合は、その端数の合計を１月請求分に加えて支払

うものとする。 

ウ 委託料は、加配支援員の配置実績等により、当該年度末に精算す

る。 

エ 委託料の変更契約を行った場合の１回の支払額は、当該年度支払残

額を残りの支払回数で均等に分割した額とし、千円未満の端数の処理

については上記と同様とする。 

オ 受託者は業務委託期間中に市から支払われる委託料により、本業務

の全てを適切に行うこと。 

カ 児童クラブの管理運営に係る収入及び支出について、児童クラブご

との収支が明確になるよう適切に帳簿に記載するとともに、当該収入

及び支出に係る帳簿及び証拠書類について、翌年度の４月１日から起

算して５年間保存すること。また、これらの関係書類について、市が

提出を求めた場合は応じること。 

キ 受託者は、この業務にかかる経理を区分して管理し、本業務以外の

業務と混同しないよう適切に管理すること。 

  



13 

⑶ 施設、設備及び備品の管理と環境整備 

受託者は、善良な管理者として教室や施設の使用方法を十分に理

解・把握し、児童クラブの運営に適切に活用すること。また、日常的

に施設、設備及び備品の点検を行い、安全対策や危険箇所の事前把

握、防犯対策並びに安全管理を徹底するとともに、備品の適正管理や

施設内の清掃等を実施し、適切な環境整備に努めること。 

ア 備品・消耗品の無償貸与 

受託者は、委託開始時点において児童クラブが有している棚、机、

椅子、冷蔵庫、プリンター、Ｗｉ－Ｆｉ（児童用）等の設備備品（以

下「既存備品」という。）、玩具・文房具・絵本・プリンターインク等

の消耗品を無償で使用することができる。 

イ 施設、設備及び既存備品の毀損等 

受託者は、故意又は過失により、施設、設備及び既存備品を毀損

し、又は滅失したときは、書面をもって市に報告すること。 

⑷ 環境保全 

児童の快適な生活を確保した上で、環境に配慮した省エネルギー及

び光熱費の削減に努めること。 

⑸ 児童虐待への対応 

児童の状態や家庭の状況により、保護者に不適切な養育等が疑われ

る場合には、速やかに市に報告し、各関係機関と連携し、適切な対応

に努めること。 

また、支援員等の関わりが虐待にならないよう、不適切な関わりの

防止策を講じること。 

⑹ 学校、保育所及び地域との連携 

事業を円滑に実施できるよう、学校や保育所、地域及び関係機関と

十分に連絡・連携を図り、情報交換や情報共有に努めること。 

特に次の情報については、児童や保護者に対しても速やかに伝達・

共有すること。 

ア インフルエンザ等による学級閉鎖や悪天候による臨時休校等の情報 

イ 不審者情報及び事件、事故等の情報 

⑺ 安全確保 

ア 事業年度当初に、業務全体の安全計画を提出すること。 

イ 事故の未然防止に努めるとともに、けがをした場合の応急処置や医

療機関への連絡体制等を整えること。 

ウ 水害、火災、地震、竜巻、不審者の侵入等の緊急時の対応について

は、各児童クラブの現状に合ったマニュアル等を整備し、各対応の避
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難訓練を実施するとともに、その内容を避難訓練録に記載すること。

また、避難訓練の年間計画を作成すること。 

エ 学校・警察等との連携、安全対策物品の常備等、児童の安全確保に

努めること。 

オ 防火及び防災に万全を期し、児童が安心して利用できる環境となる

よう消防訓練等を適宜実施すること。 

⑻ 事故等の発生時は、直ちに適切な措置を講じるとともに、その内容

等を速やかに市に報告すること。また、事故の原因等を速やかに究明

し、発生した全ての事故について、「事故報告書」を作成し、市に提出

すること。 

⑼ 食中毒・感染症等への対応 

ア 食中毒・感染症等が発生した場合は、速やかに市へ報告すること。 

イ 手洗いやうがいを励行するなど、日常の衛生管理に努めるととも

に、施設設備やおやつ等の衛生管理を徹底し、食中毒の予防に努める

こと。また、食中毒の発生や疑いがある場合は、市や保健所等と連携

し、二次感染を防止するための必要な措置を講じること。 

ウ 感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努めること。ま

た、感染症の発生や疑いがある場合は、市や保健所等と連携し、二次

感染を防止するための必要な措置を講じること。 

エ 支援員等の感染症対策を徹底すること。 

オ 児童クラブ内での感染症対策を徹底すること。また、児童クラブに

おいて、関係者の感染が判明するなど、施設の消毒作業等の対応が必

要となった場合には、適切に対応すること。 

⑽ 事故発生によるけがへの対応 

児童がけがを負った場合は、保護者に報告し、事故報告書を作成の

上、市に提出すること。 

⑾ 損害賠償責任保険への加入 

受託者は、本業務に起因して児童等に損害を与え、法律上の損害賠

償責任を負った場合の補償のための損害賠償責任保険に加入するこ

と。 

⑿ ＩＣＴシステムの導入・運用に関すること 

保護者の利便性やニーズを考慮し、入退室管理機能、連絡帳機能、

保護者へのお知らせを一斉配信する機能を有したシステム（以下「Ｉ

ＣＴシステム」という。）を運用すること。 

なお、ＩＣＴシステムについては、受託者が選定・契約し、システ

ム運用に係る経費及び備品、消耗品等を負担するものとする。 
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⒀ 労働安全衛生に関すること 

受託者は、支援員等の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場

形成に努めること。 

⒁ その他事業の運営に必要な業務 

その他、事業の適正な管理及び運営上必要な業務があるときは、市

と協議の上、実施すること。 

 

１４ 事務所の設置 

受託者は、十日市こども集会所（十日市中四丁目６番２８号）内に事

務所を設置すること。 

⑴ 事務所等の費用負担 

事務所の賃貸料、駐車場利用料、電気及び水道使用料等の施設にか

かる使用料は市の負担とし、その他必要な備品・事務機器及び消耗品

等に係る費用は受託者の負担とする。 

⑵ 事務所の毀損等 

受託者は、故意又は過失により、事務所を毀損し、又は滅失したと

きは、書面をもって市に報告すること。 

 

１５ ニーズ調査・事業評価に関すること 

年に１回、保護者アンケートを実施し、保護者からのニーズ調査及び

事業評価に努めること。また、新たな企画提案がある場合は、市に提案

すること。 

 

１６ 支援員等の体制 

業務の運営に当たり、安定的な運営対策を確保できるよう支援員等を

配置すること。 

⑴ 支援員等の配置 

受託者は、三次市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する

基準を定める条例第１０条の規定に基づき、１支援単位ごとに放課後

児童支援員を２人以上配置すること。 

ただし、放課後児童支援員１人を除き、放課後児童支援補助員（同

条例第１０条第３項各号のいずれかの資格あり）や補助員（資格な

し）をもって放課後児童支援員に代えることができる。 

⑵ 資格要件 

放課後児童支援員は、上記条例第１０条第３項各号のいずれかに該
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当する者とする。 

ただし、このうち、都道府県が実施する放課後児童支援員認定資格

研修を修了していない者については、放課後児童支援補助員とする。 

なお、上記のいずれの資格も有さない者は、補助員とし、受託者が

実施する研修等で適切とみなされた者を受託者の責任において配置す

ることができる。 

⑶ リーダーの任命 

各児童クラブ（施設単位）の支援員のうち１人を業務遂行上の責任

者としてリーダーに任命すること。 

なお、リーダーは、当該業務を経験したことがあり、かつ常時勤務

する放課後児童支援員とする。 

⑷ 加配支援員の配置 

受託者は、特別な支援が必要な児童を受け入れる場合は、市と協議

の上、加配支援員を追加配置すること。 

 

⑸ 統括責任者の配置 

受託者は、運営業務を総合的に把握し、市との連絡調整を行う統括

責任者を２名配置するものとする。統括責任者はフルタイムで勤務

し、十日市放課後児童クラブを事務所とする。また、統括責任者は各

児童クラブを巡回し、市や学校等との連絡調整を行う現場責任者とす

る。 

なお、児童クラブの支援員等に欠員が生じた場合、統括責任者が一

時的に支援員を兼務することを可能とする。 

⑹ 雇用及び処遇 

ア 受託者は、受託開始の前月に三次市で勤務している現支援員等の採

用を最優先し、時間単価については委託期間中、水準を維持するよう

努めること。また、時間単価を除くその他給与については、水準の継

続に配慮すること。なお、勤務形態等については、現支援員等の意向

を十分に確認すること。 

新たに支援員等を募集する際は、地元雇用に努めるとともに、本業

務に従事する者については、児童の健全育成及び安全確保の観点か

ら、原則として継続的かつ安定的な雇用関係にある者とし、単発的な

雇用（いわゆるスポットワーク等）による支援員等配置は、控えるこ

と（期間を定めて登録された日々雇用は除く。）。 

イ 雇用及び勤務条件については、労働関係法令を遵守すること。ま

た、就業規則等を作成し、これを採用(予定)者に周知するととも
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に、所轄の労働基準監督署に届け出ること。就業規則を変更した場合

も同様とする。 

ウ 諸法令に基づき、支援員等の安全衛生の確保及び改善を図り、快適

な職場環境作りに努めること。 

エ 支援員等の健康管理のため、年１回定期健康診査を受診させるこ

と。 

なお、令和８年度においては、９月３０日までに受診していない支

援員について、受託者の責任において令和９年３月３１日までに受診

させること。 

オ 令和８年度は、年度中途からの業務委託となるため、支援員等の配

置に当たっては、児童への影響に配慮すること。 

【令和８年度時間単価等】 

種別 形態 資格※１ 
認定 

資格※２ 
時間単価 

地域 
手当 

期末・勤勉 
手当 

統括責任者 常勤 あり あり 
1,812 円 
参考単価 

定め 
なし 

定めなし 

支援員 常勤 あり あり 
平均 

1,526 円 
4％ 4.65 月/年 

支援員 
日々 
雇用 

あり あり 1,429 円 4％ 対象外 

支援補助員 
日々 
雇用 

あり なし 1,261 円 4％ 対象外 

補助員 
日々 
雇用 

なし なし 定めなし 
定め 
なし 

定めなし 

※１ 三次市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例第１０条第３項各号のいずれかの資格 

※２ 放課後児童支援員認定資格 

※統括責任者の時間単価…市での雇用実績がないため参考単価 

※支援員（常勤）の時間単価…経験年数に応じて１,４２９円～ 

１，５５９円 

※地域手当…時間単価の４％を地域手当として支給 

（小数点以下切り捨て） 

※期末・勤勉手当…基準日における月額（地域手当を含む） 

×２．３２５月×２回 

⑺ 支援員等の研修 

受託者は、支援員等が安全な事業運営と児童の成長段階等に見合っ

た適切な育成支援を行えるよう、資質向上を目的とした各種研修を計
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画的に実施し、研修終了後は市に報告書を提出すること。 

 

１７ 書類提出の方法 

受託者は、市に提出が必要となるものに関して、電子データと書面の

両方で提出できるよう環境を整えること。 

 

１８ 個人情報の取扱い及び守秘義務 

⑴ 個人情報の取扱い 

受託者は、運営業務を通じて取得した個人情報について、その取扱

いに十分留意し、本契約に基づき必要な措置を講じること。 

 

⑵ 守秘義務 

受託者等、当該業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を第三者

に漏らしたり、自己のために使用したりすることはできない。なお、

業務終了後又は雇用契約終了後も同様とする。 

 

１９ 情報公開 

受託者は、個人情報の保護に関する法律に準じ、当該業務に当たり、

保有する情報について、市から提供を求められたときはこれに応じるこ

と。 

 

２０ 業務の一括委託の禁止 

受託者は、運営業務の全部又は業務の主たる部分を第三者に委託する

ことはできない。 

ただし、運営業務の一部については、市と協議の上、市が認めた場合

は委託することができる。 

 

２１ 損害賠償 

次に掲げる事項に該当し、市に損害を与えたときは、受託者はその損

害を賠償しなければならない。 

⑴ 受託者の故意又は過失により、児童や保護者等にけがを負わせたと

き。 

⑵ 受託者の故意又は過失により、施設、設備及び備品等を損壊、紛失

又は遺棄したとき。 
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２２ 契約の解除 

⑴ 市は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、業務委託期間

中であっても、契約を解除し、又は期間を定めて運営業務の全部又は

一部の停止を命ずることができる。 

ア 受託者が自らの責めに帰すべき理由により契約に定める事項を履行

しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。 

イ 受託者が契約又は関係法令等の条項に違反し、かつ市が相当の期間

を定めて催告しても、当該違反の状態が解消されないとき。 

ウ 受託者が契約を履行する上で、必要とされる資格の取消し又は停止

を受けたとき。 

エ 運営業務を実施する上で、受託者の基本基準である公平性及び中立

性が損なわれたとき。 

オ 個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等及び不法な金品等を収受

の事実が判明したとき。 

カ 改善の指示を受けたにも関わらず、放置するなどその改善が実施さ

れないとき。 

⑵ 契約を取り消した場合、市が受けた損害は、受託者が賠償すること

とする。また、その場合、管理の引継に係る人件費等の費用について

は、受託者の負担とする。 

 

２３ 文書等及び業務内容の引継ぎ 

⑴ 本業務に係る一切の書類及び電子データ等の所有権は、市に帰属す

る。 

⑵ 受託者は、委託開始時点において児童クラブが有している既存備

品、玩具・文房具・絵本・プリンターインク等の消耗品を無償で使用

することができる。  

⑶ 受託者は、業務委託期間の終了により、次期受託者へ業務を引継ぐ

際は、次期受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、引継ぎ

を行わなければならない。特に必要なデータ等は遅滞なく提供するこ

ととし、運営に必要な事項に関しては遺漏がないよう十分留意するこ

と。 

⑷ 受託者は、業務委託期間の終了に際し、児童クラブ内の消耗品類を

市に無償譲渡すること。なお、委託料で購入した備品等の所有権は、

特別の理由がない限り市に帰属するものとする。 

⑸ 受託者は、業務委託期間の終了に際し、市が承認した場合を除き、
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速やかに各児童クラブを原状回復して、市に引き渡すこと。 

 

２４ 関係法令等の遵守 

運営業務受託者は、次に掲げる関係法令等を遵守し、業務を遂行しな

ければならない。 

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）  

⑵ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）  

⑶ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）  

⑷ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）  

⑸ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）  

⑹ 最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）  

⑺ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）  

⑻ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）  

⑼ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年

厚生労働省令第６３号）  

⑽ 放課後児童クラブ運営指針（平成２７年厚生労働省発出）  

⑾ 三次市情報公開条例（平成１７年条例第７号） 

⑿ 三次市暴力団排除条例（平成２３年条例第１８号）  

⒀ 三次市放課後児童クラブ設置管理条例（平成２６年条例第２３号） 

⒁ 三次市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年条例第２２号） 

⒂ 三次市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則（平成２７年規

則第１８号） 

⒃ その他、業務遂行に当たり、関連する法令 

 

２５ その他 

⑴ 契約締結後、関係法令が改正された場合や、新たな関係法令が施行

された場合、又は市が関係条例を改正した場合は、市と協議の上、受

託者はそれに従うこととする。 

⑵ 本仕様書に定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は、市と協

議の上、決定する。 
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（別表１）業務分担表  

業務区分 内  容 
実施者 

市 受託者 

業務全般 事業運営の総括  ○ 

事業運営の企画  ○ 

児童に係る支援の実施  ○ 

児童の出席簿・利用状況の記録作成  ○ 

日誌・加配対象児童に係る支援記録の作成  ○ 

保護者との連絡・連携  ○ 

保護者からの相談・要望・苦情対応等   ○ 

保護者への周知文書作成・配布 ○ ○ 

入会説明会の実施  ○ 

市ＨＰ・広報紙への情報掲載 ○  

小学校等関係機関との連携・連絡  ○ 

ＩＣＴシステムの導入・運用  ○ 

上記の確認・指導 ○  

計画・資料等

の作成 

交付金等の申請・実績報告 ○  

交付金等の申請に必要な各種資料の作成 ○ ○ 

議会等に対する参考資料の作成 ○ ○ 

年間事業計画書及び年間収支計画書作成  ○ 

上記の確認・指導 ○  

入会申込等の

手続き 

入会申込書類の配布・受付・取りまとめ・管理 ○ ○ 

入会児童の決定 ○  

入会児童名簿の作成・管理 ○ ○ 

各種届出書の作成・印刷 ○  

各種届出書の配布・受付・取りまとめ・管理 ○ ○ 

各種届出書に係る承認作業 ○  

上記の確認・指導 ○  

保護者負担金

に関する業務 

口座振替依頼書・納付書の作成・印刷 ○  

口座振替事務手続・管理  ○  

保護者負担金の賦課・徴収 ○  

保護者負担金の収納管理 ○  

保護者負担金の督促・催促 ○  

保護者負担金の減免に係る業務 ○  
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（別表１）業務分担表  

業務区分 内  容 
実施者 

市 受託者 

消耗品・備品 事業運営に要する備品の維持管理  ○ 

事業運営に要する消耗品の購入  ○ 

事業運営に要する備品の購入（３万円未満）  ○ 

事業運営に要する備品の購入（３万円以上） ○  

上記の確認・指導 ○  

おやつ おやつの発注・支払・納品管理・提供   ○ 

会計管理と保護者への周知  ○ 

上記の確認・指導 ○  

支援員等の採

用・労務管理 

募集・採用・配置（欠員補充）   ○ 

出退勤及び休暇の管理  ○ 

労働基準監督署への各種届出  ○ 

支援員等からの相談・要望等対応  ○ 

支援員の資質向上を目的とした研修実施  ○ 

支援員等の各種会議の実施  ○ 

支援員等の健康診断の実施  ○ 

給与等の支払い及び年末調整業務  ○ 

上記の確認・指導 ○  

安全・衛生管

理 

施設内の安全点検及び衛生管理  ○ 

施設及び付帯設備の修繕（５万円未満）  ○ 

施設及び付帯設備の修繕（５万円以上） ○  

事故発生時の対応  ○ 

各種訓練の実施 ○ ○ 

団体総合保障制度費用保険の加入手続き ○  

団体総合保障制度費用保険の保険請求手続き ○ ○ 

上記の確認・指導 ○  
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（別表２）費用分担表  

業務区分 内  容 
実施者 

市 受託者 

人件費 支援員等への給与、手当、法定福利費、福利厚

生費、健康診断費用等  
 ○ 

報償費 行事や研修に要する講師等謝礼  ○ 

需用費 消耗品費（備品に該当しない物品）  ○ 

燃料費  ○ 

光熱水費 ○  

運営に関する印刷費（保護者便り等）  ○ 

入会申込書類、その他届出印刷費 ○  

保護者負担金徴収に係る費用 ○  

施設・設備修繕（５万未満）  ○ 

施設・設備修繕（５万以上） ○  

役務費 通信運搬費（電話料） ○  

通信運搬費（電話料除く）  ○ 

クリーニング代  ○ 

支援員等募集費  ○ 

賠償責任保険  ○ 

団体総合保障制度費用保険  ○  

委託料 施設機器等管理委託料  ○  

上記以外のもの  ○ 

備品購入費 ３万円未満の備品  ○ 

３万円以上の備品 ○  

その他 引き継ぎに要する経費  ○ 

支援員等の研修に係る経費  ○ 

保護者負担 食糧費（昼食、おやつ、飲料） ― ― 

被服費（着替え、タオル、上履き等） ― ― 

児童の故意又は過失に帰する物品・施設の損壊

による修繕 
― ― 
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（別表３）リスク分担表 

リスクが生じる原因 負担区分 

項 目 内  容 市 受託者 

包括的責任 施設の設置等、所有者としての包括的責任

（管理瑕疵を除く） 
○  

法令等の変更 事業運営に直接影響のある法令等 ○  

上記を除く受託者に直接影響のある法令等  ○ 

物価の変動 人件費、物品等経費の増加  ○ 

金利の変動 人件費、物品等経費の増加  ○ 

税制の変更 事業運営に直接影響のある法令等 ○  

上記を除く受託者に直接影響のある法令等  ○ 

業務内容の変更 児童数の増減による業務量の極端な変動 別途協議 

配慮を要する児童数の増減による業務量の

極端な変動 
別途協議 

市の責任による事業の変更・中止 ○  

受託者の責任による事業の変更・中止  ○ 

施設の損壊 受託者の責めに帰する施設の損壊による事

業中断 
 ○ 

上記以外の施設の損壊による事業中断 ○  

受託者の責めに帰する施設の損壊による修

繕 
 ○ 

上記以外の施設の損壊による修繕（５万円

未満） 
 ○ 

上記以外の施設の損壊による修繕（５万円

以上） 
○  

備品の損傷・損

壊・盗難 

受託者の責めに帰する備品の損傷・損壊・

盗難 
 ○ 

上記以外の備品の損傷・損壊・盗難 ○  

業務の引継ぎ 受託者変更に伴う業務の引継ぎ  ○ 

情報管理 受託者の責めに帰する情報漏洩による損害  ○ 

不可抗力 自然災害等による業務の変更・中止・延長 別途協議 

第三者への賠償 受託者の責めに帰すべき事由による損害  ○ 

上記以外による損害 ○  

 


